
インターネット異性紹介事業の事務取扱いに関する訓令
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第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関

する法律（平成15年法律第83号。以下「法」という。）及びインターネット異性紹介事業を利

用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則（平成15年国家公安委員会規則第15

号。以下「規則」という。）に基づく事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

第２章 届出の受理手続

（事業開始届出の受理）

第２条 警察署長（以下「署長」という。）は、法第７条第１項に規定するインターネット異性

紹介事業（以下「事業」という。）の開始の届出があった場合は、次の事項を確認し、支障が

ないと認めたときは、受理しなければならない。

(1) 事業の開始の届出は、規則第１条第１項に規定する事業開始届出書（規則別記様式第１号

。以下「開始届出書」という。）によるものであるか。

(2) 規則第１条第２項に規定する期日までに開始届出書が提出されているか。

(3) 開始届出書及び規則第１条第３項各号に規定する添付書類は、所定の事項を具備し、その

内容は事実と相違ないか。

２ 署長は、前項の届出を受理したときは、速やかに事業の開始の届出を受理したことを生活安

全企画課長に連絡し、開始届出受理番号の通知を受け、開始届出書の所定欄に記載するととも

に、インターネット異性紹介事業者届出台帳（別記様式第１。以下「台帳」という。）を作成

しなければならない。

３ 生活安全企画課長は、前項の連絡を受けたときは、インターネット異性紹介事業届出受理番

号簿（別記様式第２）に必要事項を記載しなければならない。

４ 署長は、第１項の届出について、法第８条各号に規定する欠格事由への該当の有無等必要な

調査をしなければならない。

（事業廃止届出の受理）

第３条 署長は、法第７条第２項に規定する事業の廃止の届出があった場合は、次の事項を確認

し、支障がないと認めたときは、受理しなければならない。

(1) 事業の廃止の届出は、規則第２条第１項第１号に規定する事業廃止届出書（規則別記様式



第２号。以下「廃止届出書」という。）によるものであるか。

(2) 規則第２条第２項に規定する期間内に廃止届出書が提出されているか。

(3) 廃止届出書は、所定の事項を具備し、その内容は事実と相違ないか。

２ 署長は、前項の届出を受理したときは、速やかに事業の廃止の届出を受理したことを生活安

全企画課長に連絡し、届出受理番号の通知を受け、廃止届出書の所定欄に記載するとともに、

台帳を整理しなければならない。

３ 生活安全企画課長は、前項の連絡を受けたときは、第２条第３項の規定に準じて処理しなけ

ればならない。

（届出事項の変更届出の受理）

第４条 署長は、法第７条第２項に規定する届出事項の変更の届出があった場合は、次の事項を

確認し、支障がないと認めたときは、受理しなければならない。

(1) 届出事項の変更の届出は、規則第２条第１項第２号に規定する届出事項変更届出書（規則

別記様式第３号。以下「変更届出書」という。）によるものであるか。

(2) 規則第２条第２項に規定する期間内に変更届出書が提出されているか。

(3) 変更届出書及び規則第２条第３項に規定する添付書類は、所定の事項を具備し、その内容

は事実と相違ないか。

２ 署長は、前項の届出を受理したときは、第３条第２項の規定に準じて処理しなければならな

い。

３ 生活安全企画課長は、署長から届出事項の変更の届出を受理した旨の連絡を受けたときは、

第２条第３項の規定に準じて処理しなければならない。

４ 署長は、第１項の届出の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該変更に係る者に

ついて、法第８条第６号イ及びロに規定する欠格事由への該当の有無等必要な調査をしなけれ

ばならない。

(1) インターネット異性紹介事業者（以下「事業者」という。）が法人であり、当該法人の役

員の異動に伴い、新たに役員を就任させる場合

(2) 識別符号付与業務の委託先が法人であり、当該法人の役員等の異動に伴い、新たに役員等

を就任等させる場合

(3) 識別符号付与業務を他の者に新規委託する場合又は委託先を変更する場合

５ 署長は、第１項の届出の内容が他の都道府県公安委員会（以下「他の公安委員会」という。

）の管轄区域内からの事業の本拠となる事務所（事務所のない者にあっては、住居。以下「事

務所」という。）の変更の場合は、新たに台帳を作成しなければならない。

第３章 行政処分等

（行政処分の上申）

第５条 署長は、次の各号に掲げる処分を必要と認めるときは、インターネット異性紹介事業行

政処分上申書（別記様式第３）により、行政処分を必要とする疎明資料、情状意見等を添えて

、警察本部長に上申（生活安全企画課長経由）しなければならない。

(1) 法第13条の規定による事業者に対する指示

(2) 法第14条第１項の規定による事業者に対する事業の停止

(3) 法第14条第２項の規定による事業者に対する事業の廃止

２ 生活安全企画課長は、法第15条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定



による処分移送通知書（規則別記様式第６号）の送付を受けた場合において、法第15条第２項

第１号の規定による事業者に対する指示又は同項第２号の規定による事業者に対する事業の停

止（以下「処分移送通知による指示等」という。）の処分をするための必要な調査を行い、事

業の停止の処分を必要と認めるときは、停止命令上申書（別記様式第４）により、行政処分を

必要とする疎明資料、情状意見等を添えて、警察本部長に上申しなければならない。

（処分通知）

第６条 生活安全企画課長は、前条第１項第１号の指示又は法第15条第２項第１号の規定による

事業者に対する指示の決定をしたときは、指示書（規則別記様式第４号）を作成し、被処分者

の事務所の所在地を管轄する署長（以下「処分管轄署長」という。）に送付しなければならな

い。

２ 生活安全企画課長は、前条第１項第２号の事業の停止、法第15条第２項第２号の規定による

事業者に対する事業の停止又は前条第１項第３号の事業の廃止の決定があったときは、命令書

（規則別記様式第５号）を作成し、処分管轄署長に送付しなければならない。

（指示書等の交付）

第７条 処分管轄署長は、前条第１項の指示書又は同条第２項の命令書（以下「指示書等」とい

う。）の送付を受けたときは、当該事業者の台帳に処分内容等を朱書するとともに、速やかに

、被処分者に行政処分の決定があったことを通知して、指示書等を交付しなければならない。

この場合において、処分管轄署長は、被処分者から受領書（別記様式第５）を徴しなければな

らない。

（処分移送通知）

第８条 生活安全企画課長は、第５条第１項第１号の指示、同項第２号の事業の停止又は同条第

２項の処分移送通知による指示等の処分（以下「指示処分等」という。）を必要と認めた場合

において、被処分者がその事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、行政

手続法（平成５年法律第88号）第13条第１項の規定による意見陳述のための手続を終了してい

る場合を除き、現に被処分者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に処分移送通知書を送付

しなければならない。

第４章 インターネット異性紹介事業者に対する報告の要求等

第９条 生活安全企画課長又は署長は、法第16条の規定による報告又は資料の提出を求めるとき

は、報告等要求書（規則別記様式第７号）により行わなければならない。

第５章 国家公安委員会への報告等

（国家公安委員会への報告等）

第10条 生活安全企画課長は、第２条、第３条又は第４条の届出（以下「届出」という。）を受

理したことの連絡を受けたとき及び指示処分等をしたときは、規則第11条第１項に規定する事

項を国家公安委員会に報告しなければならない。

２ 生活安全企画課長は、法第17条第１項の規定による通報を受けた場合において、当該通報の

内容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める署長に当該通報の内容を連絡

しなければならない。

(1) 京都府公安委員会の管轄区域内から他の公安委員会の管轄区域内への事務所の所在地の変

更届出に係るもの 変更前の事務所の所在地を管轄する署長（以下「変更前管轄署長」とい

う。）



(2) 第８条の規定により処分移送通知を行った被処分者の処分に係るもの 変更前管轄署長及

び第５条の規定により行政処分の上申をした署長

(3) 現に事務所の所在地が京都府公安委員会の管轄区域内にある事業者に係るもの 処分管轄

署長

３ 変更前管轄署長及び処分管轄署長は、前項の連絡を受けたときは、当該連絡に係る事業者の

台帳を整理しなければならない。

（管轄公安委員会への通報等）

第11条 生活安全企画課長は、第13条第２項の報告を受けた場合において、当該違反行為又は犯

罪が行われた時の当該事業者の事務所が他の公安委員会の管轄区域内に所在するときは、当該

公安委員会に規則第11条第２項に規定する事項を通報しなければならない。

２ 生活安全企画課長は、法第17条第２項の規定による通報を受けたときは、当該通報に係る署

長に通報の内容を連絡しなければならない。

３ 署長は、前項の連絡を受けたときは、行政処分を行うための必要な調査をしなければならな

い。

第６章 雑則

（情報の提供）

第12条 生活安全企画課長は、法第20条の規定により、登録誘引情報提供機関から情報の提供を

求められたときは、事業者に係る必要な情報を提供することができる。

（報告）

第13条 署長は、月間に取り扱った届出の件数を取りまとめて、翌月５日までに、インターネッ

ト異性紹介事業関係届出処理報告書（別記様式第６）に当該届出書の写しを添えて、警察本部

長に報告（生活安全企画課長経由。以下同じ。）しなければならない。

２ 署長は、事業者又はその従業者による行政処分の事由となる違反行為、行政処分又は処分移

送通知による指示等に違反する行為及び犯罪を認知したときは、速やかに、警察本部長に報告

しなければならない。

（台帳の作成等）

第14条 生活安全企画課長は、前条第１項の報告があったとき又は第10条第２項の連絡をしたと

きは、当該事業者の台帳を作成し、又は整理しなければならない。

附 則

この訓令は、平成20年12月１日から施行する。



別記

様式第１（第２条－第４条関係）

（表）インターネット異性紹介事業者届出台帳

（その１） 索 引

受理警察署
開始届出年月日 年 月 日

警察署
事業開始年月日 年 月 日

開始届出受理番号 第 号

本（国）籍

住 所
事 業 者

法人にあっ

（ふりがな)ては代表者
生年月日 年 月 日氏 名

（ふりがな)

名 称

法 人 の 場 合

所 在 地

-電話（ ）

役 員 法人継続用紙のとおり

（ふりがな）

広告又は宣伝に

使 用 す る 呼 称

送信元識別符号

本拠 となる事

-務所 の所在地 電話（ ）

電子メールアドレス

児童でないこと

の確 認の方法

氏 名

識別符号付与 又は名称

住所(法人
業務を他の者

の所在地)

役 員 等 法人継続用紙のとおり
に委託してい

る場合 業 務 の

実施方法



（裏）

年 月 変 更 事 項日

事業に関する

変 更 事 項

年 月 日 処 分 内 容 処 分 結 果

行 政 処 分

又 は

刑 事 処 分

備 考



（その２） 法人継続用紙

(ふりがな)
役 職 住 所氏 名

法 人 役 員 の

氏名及び住所

識 別 符 号 付 与 業 務 を 法 人 に 委 託 し て い る 場 合

(ふりがな)
役 職 等 住 所氏 名

代 表 者

法人役員等の

氏名及び住所



様式第２（第２条－第４条関係）

インターネット異性紹介事業届出受理番号簿

受理年月日 変 更 及 び 廃 止
開始届出受理番号 事業者の氏名及び名称

番号 年月日 届 出 内 容(警察署名)

. .第61 号

( )

. .第61 号

( )

. .第61 号

( )

. .第61 号

( )



様式第３（第５条関係）

年 月末日廃棄

京都府警察本部長 殿 第 号

(生活安全企画課長) 年 月 日

印京都府 警察署長 □

インターネット異性紹介事業行政処分上申書

事 業 者 の 氏 名

法人の場合は名称

、代表者氏名等 年 月 日生（ 歳）

事 業 者 の 住 所

(法人の場合は所在地)

事 務 所 の 所 在 地

事業開始届出年月日 年 月 日

及び届出受理番号 第 号

処分を必要とする具体的な理由



（裏）

適 用 法 条

（処分の種別）

刑 事 処 分

と の 関 係

□ 有 （別添資料のとおり）
疎 明 資 料

□ 無

情 状 及 び

処分上の意見

参 考 事 項



様式第４（第５条関係）

年 月末日廃棄

京都府警察本部長 殿 第 号

年 月 日

印生活安全企画課長 □

停 止 命 令 上 申 書

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第15

条第２項第２号の規定による事業の停止命令を行う必要があるので上申します。

事 業 者 の 氏 名

法人の場合は名称

、代表者氏名等 年 月 日生（ 歳）

事 業 者 の 住 所

(法人の場合は所在地)

事 務 所 の 所 在 地

事業開始届出年月日 年 月 日

及び届出受理番号 第 号

停止命令を必要とする具体的な理由



（裏）

刑 事 処 分

と の 関 係

□ 有 （別添資料のとおり）
疎 明 資 料

□ 無

情 状 及 び

処分上の意見

参 考 事 項



様式第５（第７条関係）

受 領 書

指示書

年 月 日付け京都府公安委員会達第 号の を確かに受け

命令書

取りました。

年 月 日

京都府公安委員会 殿

受取人住所

氏名



様式第６（第13条関係）

年 月末日廃棄

京 都 府 警 察 本 部 長 殿 第 号

（生活安全企画課長） 年 月 日

京都府 警察署長

インターネット異性紹介事業関係届出処理報告書

年 月中におけるインターネット異性紹介事業の届出処理件数は、下記のとおりであっ

たから、届出書の写しを添付し報告する。

記

届 出 の 種 別 処 理 件 数

事業開始届出 件

事業廃止届出 件

届出事項の変更届出 件

備 考


